
」CB券種 会員特約 新旧対比表

規約名 項 目 条文(改定前) 条文 (改定後)

エメラル ドSTACIA P TaPa」 CBカ ー ド会員特約 第4条 (三社の機能・サービスの利用 )

第1頃 会員は、本カー ドの機能およびサービスを会員規約等および本特約に従って利用することができます。本カー ドの機能お

よびサービスは、次の各号に定めるものとし、当該機能の詳細おょびこれに付随する機能およびサービスについては当該機能

およびサービスを提供する者が書面その他の方法により通知または公表 します。

(1)阪 急阪神カー ドが提供する「『STAC A』 ポイン トプログラム」等の付帯サービス。

(2)ス ルッとが提供するPiTa Pa機 能および付帯サービス。

(3)」 CBが提供するクレジット機能および金融サービス機能、ならびに付帯サービス。

ただ し、本カー ドにOki Dokiポ イントプログラムの提供はありません。

第2項 会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合には、三社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡

するものとします。

第3項 三社は、三社が必要と認めた場合には、事前に通知または公表 したうえでサービスおよびその内容を変更することがあり

ます。

2025年 2月 改定

第 1項 会員は、本カー ドの機能およびサービスを会員規約等および本特約に従って利用することができます。本カー ドの機能お

よびサービスは、決の各号に定めるもの とし、当該機能の詳細およびこれに付 p色する機能およびサービスについては当該機能

およびサービスを提供する者が書面その他の方法により通知または公表します。

(1)阪急阪神カー ドが提供する「『STAC A』 ポイン トプログラム」等の付帯サービス。

(2)ス ルッとが提供するP TDPa機能および付帯サービス。

(3)」 CBが提供するクレジット機能および金融サービス機能、ならびに付帯サービス。

ただ し、本カー ドにJ POINTプログラム の提供はあ りません。

第2項 会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合には、三社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡

するものとします。

第3項 三社は、三社が必要 と認めた甥合には、事前に通知または公表したうえでサービスおよびその内容を変更することがあり

ます。

2026年 1月 改定

阪神タイガースSTACIA PiTaPa」 CBカ ー ド会員特約 第4条 (三社の機能・サービスの利用)

第 1)買 会員は、本カー ドの機能およびサービスを会員規約等および本特約に従って利用することができます。本カー ドの機能お

よびサービスは、次の各号に定めるものとし、当該機能の詳細およびこれに付随する機能およびサービスについては当該機能

およびサービスを提供する者が書面その他の方法により通知または公表 します。

(1)阪 急阪神カー ドが提供する「『STAC A』 ポイン トプログラム」等の付帯サービス。

(2)ス ルッとが提供するPiTa Pa機 能および付帯サービス。

(3)JCBが提供するクレジット機能および金融サービス機能、ならびに付帯サービス。

ただ し、本カー ドにOki Dokiポイン トプログラムの提供はありません。

第2項 会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合には、三社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡

するものとします。

第3項 三社は、三社が必要と認めた場合には、事前に通知または公表 したうえでサービスおよびその内容を変更することがあ り

ます。

2025年 2月 改定

第 lτ買会員は、本方― ドの機能およびサービスを会員規約等および本特約に従って利用することができます。本カー ドの機能お

よびサービスは、次の各号に定めるもの とし、当該機能の詳細およびこれに付随する機能およびサービスについては当該機能

およびサービスを提供する者が書面その他の方法により通知または公表 します。

(1)阪急阪神カー ドが提供する「『STAC A』 ポイン トプログラム」等の付帯サービス。

(2)ス ルッとが提供するPiTa Pa機 能および付帯サービス。

(3)」 CBが提供するクレジット機能および金融サービス機能、ならびに付帯サービス。

ただ し、本カー ドにJ‐ POINTプ ログラムの提供はありません。

第2,員 会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合には、三社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡

するものとします。

第3項 三社は、三社が必要 と認めた場合には、事前に通知または公表 したうえでサービスおよびその内容を変更することがあり

ます。

2026年 1月 改定

エメラル ドSTACIA」 CBカ ー ド会員特約 第4条 (本カードの機能・サービスの利用)

第1項 会員は、本カー ドの機能およびサービスを会員規約等および本特約に従って利用することができます。
本カー ドの機能およびサービスは、次の各号に定めるものとし、当該機能の詳細およびこれに付随する機能およびサービスに

ついては当該機能およびサービスを提供する者が書面その他の方法により通知または公表 します

(1)阪急阪神カー ドが提供する「『STAC A』 ポイン トプログラム」等の付帯サービス。

(2)阪 急阪神百貨店およびペルソナが提供する特典 サービス等の付帯サービス。

(3)」 CBが提供するクレジット機能および金融サービス機能、ならびに付帯サービス。

ただ し、本カー ドにOkl Dokiポ イントプログラムの提供はありません。

第2項 会員が前頃の特典 サービスを受ける場合は、四社の所定の方法に従うものとします。

第3項 会員 fよ、四社が必要と認めた場合に、通知または公表 したうえでサービスおよびその内容を変更または廃止する場合があ

ることをあらかじめ了承するものとします。

2025年 2月 改定

第1項 会員は、本カー ドの機能およびサービスを会員規約等および本特約に従って利用することができます。

本カー ドの機能およびサービスは、次の各号に定めるものとし、当該機能の詳細およびこれに付随する機能およびサービスに

ついては当該機能およびサービスを提供する者が書面その他の方法により通知または公表 します

(1)阪急阪神カー ドが提供する「『STAC A』 ポイン トプログラム」等の付帯サービス。

(2)阪急阪神百貨店およびベルソナが提供する特典 サービス等の付帯サービス。

(3)JC8が 提供するクレジット機能および金融サービス機能、ならびに付帯サービス。

ただ し、本カー ドに,PoINTプログラムの提供はあ りません。

第2項 会員が前チ買の特典 サービスを受ける場合は、四社の所定の方法に従 うものとします。

第3項 会員は、四社が必要と認めた場合に、通知または公表 したうえでサービスおよびその内容を変更または廃止する場合があ

ることをあらか じめ了承するものとします。

2026年 二月改定

スタシアサイカ ピタパ」CBカ ー ド会員特約 第4条 (五社の機能・サービスの利用)

第 1項 一体型会員は、本カー ドの機能およびサービスを会長規約等および本特約に従って利用することができます。

本カー ドの機能およびサービスは、次の各号に定めるものとし、当該機能の詳細およびこれに付随する機能およびサービス に

ついては当該機能およびサービスを提供するものが書画その他の方法により通知または公表 します。

(1)池 田泉州銀行が提供するサービス機能および付帯サービス。

(2)阪 急阪神方― ドが提供する「『 STAC A』 ポイン トプログラム」等の付帯サービス。

(3)ス ルッとが提供する Pitt Pつ 機能および付帯サービス。

(4)池 田泉州 」CB・ JCBが提供するクレジット機能および金融サービス機能、ならびに付帯サービス。

ただし、本カー ドに Oki Domポイン トプログラムの提供はありません。

第2項 一体型会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、五社のうち当該機能またはサービスを提供する

各社に連絡するものとします。

第3頃 五社は、五社が必要と認めた場合には、事前に通知または公表 したうえでサービスおよびその内容を変更すること

があります。

2020年 4月 改定

第lJ員 一体型会員は、本カー ドの機能およびサービスを会員規約等および本特約に従 って利用することができます。

本カー ドの機能およびサービスは、次の各号に定めるものとし、当該機能の詳細およびこれに付随する機能およびサービス に

ついては当該機能およびサービスを提供するものが書面その他の方法により通知または公表 します。

(1)池 田泉州銀行が提供するサービス機能および付帯サービス。

(2)阪 急阪神カー ドが提供する「『 STAC A』 ポィントプログラム」等の付帯サービス。

(3)ス ルッとが提供する PiTa Pa機能および付帯サービス。

(4)池 田泉州 JCB JC8が 提供するクレジット機能および金融サービス機能、ならびに付帯サービス。
ただ し、本カー ドにJ POINTプログラムの提供はぁ りません。

第2項 一体型会員は、機能またはサービスにつぃて問い合わせる場合は、五社のうち当該機能またはサービスを提供する

各社に連絡するものとします。

第3項 五社は、五社が必要と認めた場合には、事前に通知または公表 したうえでサービスおよびその内容を変更すること

があります。

2026年 二月改定


